
〇小田原市障害者地域生活支援事業実施要綱 

 

第２５章 障害者施設等通所者交通費助成事業 

（目的） 

第１２１条 障害者施設等通所者交通費助成事業は、通所により障害福祉サービス等を

利用する障害者等に対して、その利用に係る交通費を助成し、障害福祉サービス等の

利用及び社会参加を促進するとともに、介護者の心身及び経済的負担の軽減を図るこ

とを目的とする。 

（対象者） 

第１２２条 交通費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、本

市が援護の実施者である者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による生活扶

助又は生業扶助としてこれらの施設への通所に要する交通費の支給を受けている者

を除く。）で、次の各号に掲げるサービス等のいずれかを提供する事業所等を利用し

ているものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）に規定する送迎

加算の算定要件に該当する事業所を利用する者を除く。 

(1) 法第５条第７項に規定する生活介護を提供する事業所 

(2) 法第５条第１２項に規定する自立訓練を提供する事業所 

(3) 法第５条第１３項に規定する就労選択支援を提供する事業所 

(4) 法第５条第１５項に規定する就労移行支援を提供する事業所 

(5) 法第５条第１５項に規定する就労継続支援を提供する事業所 

(6) 法第５条第２８項に規定する地域活動支援センター 

（助成額） 

第１２３条 交通費の助成額は、１月につき、次に掲げる交通手段の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。この場合において、次の各号に掲げる方法の２つ以上を利用

する場合は、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、１月当たりの助成額の上

限額は２万円とする。 

(1) 交通機関を利用する場合 最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法に

より算出した運賃の額にその月の通所した日数（以下「通所日数」という。）を乗

じて得た額とする。ただし、その額が３月の定期券の金額に３分の１を乗じて得た

額を超えるときは、３月の定期券の金額に３分の１を乗じて得た額に相当する額と

する。 

(2) 自家用車又はタクシーを利用する場合 次に掲げる利用距離の区分に応ずる額

に通所日数を乗じて得た額。ただし、往路又は復路の一方のみ利用する場合は、次

に掲げる利用距離の区分に応ずる額に２分の１を乗じて得た額に通所日数を乗じ



て得た額 

ア 片道５キロメートル未満の場合 １５０円 

イ 片道５キロメートル以上の場合 ２５０円 

(3) 前条各号に掲げる施設の所有する車両を利用する場合 次に掲げる利用距離の

区分に応ずる額に通所日数を乗じて得た額。ただし、往路又は復路の一方のみ利用

する場合は、次に掲げる利用距離の区分に応ずる額に２分の１を乗じて得た額に通

所日数を乗じて得た額 

ア 片道５キロメートル未満の場合 ３００円 

イ 片道５キロメートル以上の場合 ５００円 

２ 運賃の改定又は通所経路の変更等により交通費の助成額を変更すべきときは、その

事実が生じた日の属する月の翌月分（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月分）から助成額を変更するものとする。 

（申請及び決定） 

第１２４条 交通費の助成を受けようとする者は、小田原市障害者施設等通所者交通費

助成申請書（様式第２６号）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を申請

者に対し通知するものとする。 

（支給方法） 

第１２５条 交通費の助成金は、次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲

げる支給月の末日までに支給するものとする。 

区分 支給月 

４月分から６月分まで ８月 

７月分から９月分まで １１月 

１０月分から１２月分まで ２月 

１月分から３月分まで ５月 

（通所報告書） 

第１２６条 交通費の助成の決定を受けた者は、前条の表に掲げる区分に係る期間にお

ける通所実績を、当該期間に対応する支給月の１０日（１月分から３月分までの期間

に係る通所実績にあっては、３月３１日）までに、障害者施設等通所報告書（様式第

２７号）により市長に報告しなければならない。 

（通所の中止又は変更） 

第１２７条 交通費の助成を受けている者は、通所を中止したとき又は通所経路、住所

若しくは氏名を変更したときは、障害者施設等通所中止・変更届書（様式第２８号）



より市長に届け出なければならない。 

（助成金の返還） 

第１２８条 偽りその他不正な手段により交通費の助成を受けた者があるときは、市長

は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

 


